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◼ 2024年12月2日をもって従来の健康保険証は廃止されます。

◼ 加入員（被保険者、被扶養者）は、2024年12月2日以降、医療機関を受診する際、

マイナンバーカード（マイナ保険証）を利用することが原則となります。

◼ マイナ保険証を持っていない等、マイナ保険証による医療機関等での資格確認を受けるこ

とが出来ない加入員については、資格確認書（カード）が発行されます。

◼ 2024年12月1日以前に発行された健康保険証は2025年12月1日までは、医療機関を受

診する際、経過措置として利用可能です。

◼ 経過措置期間（2025年12月1日まで）にマイナ保険証の利用登録をお願いします。

１．健康保険証の廃止について
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◼ 2024年12月1日以前の加入員は、経過措置により、2025年12月1日までは現行の健康

保険証を使用することができます。ただし、以下の場合は、あらたに健康保険証は発行され

ませんので、マイナ保険証を使用することになります。

◼ マイナ保険証が使用できない加入員については、資格確認書を発行します。

①健康保険証を滅失（紛失・毀損等）した場合

②婚姻等で氏名を変更した場合

③生年月日や氏名等を修正した場合

④定年再雇用により、いったん退職し再加入した場合

⑤退職により任意継続被保険者になった場合

⑥ＰＨＣグループ会社への転籍（出向ではありません）により所属する事業所が変更になった場合

⑦その他、当健康保険組合が個別に判断した場合

※マイナンバーが発行されていない等マイナ保険証の利用ができない加入員に対しては、資格確認書を発行します。

２．２０２４年１２月１日以前の加入員について
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◼ PHCグループ会社に入社され、資格取得届または被扶養者異動届（追加）が当健保に

提出された際は、マイナ保険証を利用できるよう手続きします。その際、マイナ保険証が利

用可能かどうかシステム的に確認し、マイナ保険証の利用ができない場合に限って、職権に

より資格確認書を交付します。

◼ 資格確認書の交付には、資格取得届または被扶養者異動届（追加）当健保に届いた

後、１か月程度要する場合があります。

※基本情報（氏名、生年月日、性別、住所）が照会先機関の登録情報と異なる場合

など

◼ 入社後、被扶養者が増え、被扶養者異動届（追加）が当健保に提出された場合も同

様となります。

◼ なお、一定の条件に該当する加入員は、資格確認書の交付の申請が可能となります。

※詳細は、次ページで説明します。

３．２０２４年１２月２日以降の加入員について
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◼ マイナ保険証をお持ちの加入員については、原則として資格確認書は交付されません。

＜資格確認書交付の類型＞

Ａ マイナンバーカードを紛失した。マイナンバーカードを更新中である。

Ｂ マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者に同行して

資格確認を補助する必要がある。

Ｃ マイナンバーカードを取得していない。

Ｄ マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない。

Ｅ マイナ保険証の利用登録解除を申請した（登録解除者）。

Ｆ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れになっている。

Ｇ マイナンバーカードを返納した。

申請により

交付

当健康保険

組合の職権

により交付

４．資格確認書の交付について



7

◼ 資格確認書の有効期限は、健康保険証の有効期限と同じく、２０２５年１２月１日と

なります。

◼ マイナ保険証は、上記有効期限にかかわらず継続して利用可能です。

※当健保に在籍し、有効なマイナンバーカードを保持している場合

◼ 健康保険証及び資格確認書の有効期限（２０２５年１２月１日）が切れる前に、マ

イナ保険証が利用可能どうかをシステム的に確認し、マイナ保険証が利用できない加入員

を対象に新たな有効期限を設定した資格確認書を一斉に発行します。

※あらたな資格確認書の発行時期及び有効期限は現時点で未定です。

◼ 資格確認書の回収は以下の通りに取り扱います。

・資格喪失した場合は回収します。

・資格確認書の記載事項に変更が生じた場合は差し替え（回収・再交付）となります。

・有効期限を満了した資格確認書は回収しませんので、各自適切に処分してください。

５．資格確認書の有効期限等
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受診の際に提示する証等 ～2024年12月1日 2024年12月2日～2025年12月1日 2025年12月2日～

マイナ保険証

健康保険証

資格確認書（本人申請）

・マイナンバーカードを紛失した等

資格確認書(健保職権交付)

・マイナンバーカードを取得してい

ない

・マイナンバーカードの健康保険

証利用登録を行っていない等

経過措置期間（使用可）

※

※健康保険証及び資格確認書の有効期限（２０２５年１２月１日）が切れる前に、職権によりマイナ保険証が利

用可能かどうかをシステム的に確認し、マイナ保険証が利用できない加入員を対象に新たな有効期限を設定した資格確

認書を一斉に発行します。なお、あらたな資格確認書の発行時期及び有効期限は現時点で未定です。

６．健康保険証等の有効期限

マイナ保険証は継続して利用が可能となります。
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資格情報のお知らせ
（個人番号下桁あり）

資格情報のお知らせ
（個人番号下桁なし）

資格確認書
（カード）

対象 10月下旬に加入者全員に一斉に配

布（事業所経由）

2024年１２月２日以降の新規加入

者全員
マイナ保険証が利用できない加入員

目的 ・情報の正確性を担保し安心してマイナ

保険証を利用するため

・オンライン資格確認義務化対象外の医

療機関等受診時に提示するため

・加入者が自己の資格を確認するため

・情報の正確性を担保し安心してマイナ保

険証を利用するため

・オンライン資格確認義務化対象外の医

療機関等受診時に提示するため

・受診時に提示するため
＊交付には、当分の間2～3週間程度必要と

なるため、その間に医療機関を受診した場合は

医療費の全額を立て替える必要があります。

当健保としては、可能な限り速やかな交付に努

めます。

様式 Ａ4紙（個人番号下4桁あり） Ａ4紙（個人番号下4桁なし）
＊Web導入を検討中

カード型

頻度 1回限り。 新規加入の都度。 申請発行又は職権発行

時期 2024年10月に一斉配布済。 2024年12月2日以降。 2024年12月2日以降。

①2024年12月2日以降、

新規加入者全員に「資格

情報のお知らせ」を交付

②マイナ保険証の利用が

可能

※一部マイナ保険証の利

用が利用できない加入員

に資格確認書（カード）

を交付

７．資格確認書/資格情報のお知らせ
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健康保険証は、２０２５年１２月１日まで経過措置期間として、使用
が可能ですが、マイナ保険証への切替に是非ご協力いただきますよう
お願いします。

マイナ保険証への切替を

８．加入員の皆様への健保からのお願い

■お問合せ先

当健保のホームページ右上の「お問い
合わせ」をご利用ください。
ホームページアドレス
https://www.phc-kenpo.jp/
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さらに詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

（厚生労働省ホームページより引用）

９．マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
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